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Ⅰ 検討会の目的及び検討の概要 

１．今までの経緯と目的 

（１）今までの経過 

東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質の影響を受けた地域では、

避難指示区域以外の居住エリア等の除染は終了している。避難指示区域についても、特定復興

再生拠点区域に指定された帰還困難区域を含め、順次解除されてきている。 

 

林野庁では平成 23（2011）年度より、森林内における放射性物質の実態把握（各種モニタリ

ング）、検証事業、実証事業を継続して実施してきた。 

第２期復興・創生期間（令和３（2021）年度～令和７（2025）年度）においては、放射性

物質関連実証等の今後のあり方検討会の議論を踏まえ、事業内容の整理・見直しを行いながら

取組を進めてきた。 

 

こうした中、令和７（2025）年度で第２期復興・創生期間が終了することから、令和８年度

以降の実証事業等の方向性を検討するため、令和５（2023）年度から令和６（2024）年度にか

けて「森林・林業の再生に向けた放射性物質関係実証等のあり方検討会」（以下「あり方検討会」

という。）が開催され、今後の課題整理と方向性が示された。 

 

その後、令和７（2025）年６月 20 日、「「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災

からの復興の基本方針の変更について」が閣議決定され、次の５年間（第３期復興・創生期間）

においては、帰還困難区域内の森林整備の再開に向けて本格的な復旧に着手すること等が示さ

れた。 

また、福島等の森林・林業の再生に向けて、放射性物質モニタリングや各種実証等による知

見の収集、原木しいたけ等の産地再生に向けた取組を引き続き推進することとされた。 

 

（２）検討会の目的 

本検討会は、上記基本方針の実現に向けて、第２期復興・創生期間に取り組んだ実証事

業等の成果を総括するとともに、あり方検討会で示された方向性を踏まえ、令和８（2026）

年度以降に新たに取り組む実証事業の進め方等について検討し、第３期復興・創生期間に

目指す姿について認識を共有することを目的とした。 

  



 

2 

 

２．検討会の開催 

本検討会は、表１に示した時期に開催し、委員である有識者から技術的な指導及び助言

を得ることとした。委員は、表２により森林土壌、森林生態、特用林産物等に関する有識

者等での構成とした。 

 

表 1 検討会の開催 

区分 開催時期 検討事項等 

第１回 
令和７（2025）年 

７月 14 日（月） 

・検討会の目的及び内容、現行実証事業の実施状況、

新実証事業の検討 

第２回 
令和７（2025）年 

12 月 10 日（水） 

・各実証事業等の進捗、とりまとめ状況等の報告、 

令和８（2026）年度以降の実装に向けた検討 

・令和８（2026）年度以降の新実証事業の検討状況等

の報告 

第３回 
令和８（2026）年 

２月 19 日（木） 

・各実証事業等の令和７（2025）年度までの事業成果

等の総括、令和８（2026）年度以降の実装の進め方 

・令和８（2026）年度以降の新実証事業の進め方等 

 

表 2  検討会の委員及びオブザーバーのメンバー （五十音順、敬称略） 

氏  名 所  属 

検

討

委

員 

大橋 伸太 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

木材加工・特性研究領域  組織材質研究室 主任研究員 

恩田 裕一 
筑波大学 

放射線・アイソトープ地球システム研究センター長 教授 

小松 雅史 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

企画部研究企画科 企画室長 

きのこ・森林微生物研究領域 きのこ研究室 主任研究員 併任 

篠宮 佳樹 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

震災復興・放射性物質研究拠点  拠点長 

橋本 昌司 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

立地環境研究領域 炭素循環担当チーム チーム長 

星  正治 広島大学名誉教授 

三浦  覚 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 

震災復興・放射性物質研究拠点 非常勤研究助手 

オ
ブ
ザ
ー
バ

ー 

丹治 俊宏 福島県森林組合連合会 代表理事専務 

高原 尚人 福島県農林水産部森林保全課 課長 
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３．検討の概要 

主な検討内容を以下に示す。 

（１）第２期復興・創生期間に取り組んだ現行実証事業等の成果等の総括 

（２）令和８（2026）年度以降に新たに取り組む実証事業の進め方等 

（３）令和８（2026）年度以降の実装に向けた検討 

 

４．対象事業 

第２期復興・創生期間に実施してきた放射性物質関係の現行実証事業等とした。また、

令和８（2026）年度以降の事業の検討に当たっては、限られた予算・人員の下で効率的に

調査を進める観点から、継続する調査であっても内容等の重複を可能な限り整理した。 

（１）現行実証事業等（令和３（2021）年度～令和７（2025）年度） 

・ 森林内における放射性物質実態把握調査（森林内の放射性物質の分布状況把握） 

・ 避難指示解除区域等における実証 

・ 植栽木等調査（植栽木・成木の放射性セシウム濃度推移の把握） 

・ 土壌等調査（間伐等施業による空間線量率等への影響評価） 

 

（２）令和８（2026）年度以降の実証事業（案） 

令和８（2026）年度以降は、第３期復興・創生期間における帰還困難区域内の森林整備

の再開に向け、放射性セシウム濃度低減の効果を検証する新たな実証事業を実施すること

とした。 

新実証事業については、あり方検討会において整理された「帰還困難区域萌芽枝等調査」

及び「伐採更新の影響調査」を再編・統合し、帰還困難区域等の森林において、皆伐更新

前後の樹木及び土壌等の放射性セシウム濃度等の推移を対照区と比較しながら検証するこ

とにより、森林整備の再開に資する科学的知見の蓄積を図るものである。 
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（３）対象事業の構成（放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業） 

①対象事業（あり方検討会の取りまとめベース） 

令和７年度まで 令和８年度以降

　森林内の放射性物質の分布状況を把握し、森
林生態系内における放射性セシウムの動態を明
らかにする。

　樹冠部から土壌中まで階層ごとの放射性物質の分
布状況等の調査・解析。
①詳細調査Ⅰ
　➣空間線量・インベントリー、分布又は動態
②詳細調査Ⅱ
　➣帰還困難区域での調査
③詳細調査Ⅲ
　➣森林総研からの提案調査

　左欄①、③は継続
　左欄②は次を追加して継続
　➣リターフォール調査
　➣土壌化学性調査

　避難指示解除区域等において、地域住民の帰
還と林業の再生を円滑に進められるよう、森林
施業が放射性物質の動態に与える影響等の検証
や実証を行う。

①植栽木・萌芽枝調査
　➣面移行係数、部位別濃度、土壌化学性等
②成木調査
　➣面移行係数、土壌化学性等
③森林施業等が空間線量率に与える影響の検証
　➣施業前後の空間線量率モニタリング
④森林生態系内の放射性セシウム現存量分布の把握
　➣インベントリー＋リターフォール調査
⑤下方浸透の検証
　➣浸透水、植物の根による放射性物質移動の検証
⑥放射性物質吸収抑制手法効果の検証
➣　QI解析（土壌タイプ別の施肥効果判定）

　左欄①～②は継続
　左欄③は調査頻度を年１回に削減して継続
　左欄⑥は次を追加して継続
　➣成木施肥（収穫前施肥）
　➣施肥前後の空間線量率、土壌、当年枝等調査
  ➣補助事業で取得したデータの解析・とりまと
　　め業務

帰還困難区域等における森林施業の影響実証調査

帰還困難区域萌芽枝等調査

　帰還困難区域の森林の放射性物質濃度分布は
区域外と異なっている点があることから、区域
内での森林整備の再開を踏まえ、区域内での森
林施業が放射性物質に及ぼす影響等について把
握する。

①萌芽枝、植栽木調査
　➣面移行係数、部位別濃度、土壌化学性等
②成木調査
　➣面移行係数、リターフォール、土壌化学性等

伐採更新の影響調査

　伐採更新（植栽や萌芽）した場合の樹木の
Cs137濃度の変化を更新前から追跡把握し、
Cs137濃度が下がる条件等を明らかにする。

①伐採更新前後の森林立地環境
➣　樹皮、幹材、葉、土壌等濃度
➣　空間線量率
②萌芽枝、植栽木の放射性物質の変動
③土壌・根系・空間線量率

目的等

主な調査内容

避難指示解除区域等における実証

避難指示解除区域等における森
林施業等実証事業
     （植栽木等調査）
     （土壌等調査）

２．森林・林業再生に向けた実証等

事業名
（あり方検討会とりまとめベース）

１．森林内における放射性物質の実態
把握

 

 

 

②対象事業（再編案） 

令和７年度まで 令和８年度以降

　森林内の放射性物質の分布状況を把握し、森
林生態系内における放射性セシウムの動態を明
らかにする。

　樹冠部から土壌中まで階層ごとの放射性物質の分
布状況等の調査・解析。
①詳細調査Ⅰ
　➣空間線量・インベントリー、分布又は動態
②詳細調査Ⅱ
　➣帰還困難区域での調査
③詳細調査Ⅲ
　➣森林総研からの提案調査

　左欄①、③は継続
　左欄②は次を追加して継続
　➣リターフォール調査
　➣土壌化学性調査

　避難指示解除区域等において、地域住民の帰
還と林業の再生を円滑に進められるよう、森林
施業が放射性物質の動態に与える影響等の検証
や実証を行う。

①植栽木・萌芽枝調査
　➣面移行係数、部位別濃度、土壌化学性等
②成木調査
　➣面移行係数、土壌化学性等
③森林施業等が空間線量率に与える影響の検証
　➣施業前後の空間線量率モニタリング
④森林生態系内の放射性セシウム現存量分布の把握
　➣インベントリー＋リターフォール調査
⑤下方浸透の検証
　➣浸透水、植物の根による放射性物質移動の検証
⑥放射性物質吸収抑制手法効果の検証
➣　QI解析（土壌タイプ別の施肥効果判定）

　左欄①は基本的に継続
　左欄②は継続の有無等を再検討
　左欄③は調査頻度を年１回、調査箇所を事業地
単位で削減した上で継続
　左欄⑥は次を追加して継続
　➣成木施肥（収穫前施肥）
　➣施肥前後の空間線量率、土壌、当年枝等調査
  ➣補助事業で取得したデータの解析・とりまと
　　め業務

　伐採更新（植栽や萌芽）した場合の樹木の
Cs137濃度の変化を更新前から追跡把握し、
Cs137濃度が下がる条件等を明らかにする。

　伐採更新影響調査に萌芽枝等調査を統合し、調
査項目を整理。
①植栽木・萌芽枝調査（伐採更新区）
　➣毎木調査、空間線量率、部位別濃度、土壌等
　　濃度等
②成木調査（対照区）
　➣毎木調査、空間線量率、部位別濃度、土壌等
　　濃度等

目的等

主な調査内容

帰還困難区域等における実証

避難指示解除区域等における森
林施業等実証事業
     （植栽木等調査）
     （土壌等調査）

２．森林・林業再生に向けた実証等

事業名
（あり方検討会とりまとめベース）

１．森林内における放射性物質の実態
把握

帰還困難区域等における実証調
査（仮称）
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Ⅱ 第１回進め方検討会の概要及び検討内容 

１．検討会の開催概要 

（１）開催日時 

令和７（2025）年７月 14 日（月）14：00～16：30 

（２）開催場所 

（一社）日本森林技術協会 ３階会議室 

（３）委員の出席状況 

 

表 3  委員の出席状況 （五十音順、敬称略） 

氏  名 所  属 出欠 

検

討

委

員 

大橋 伸太 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

木材加工・特性研究領域  組織材質研究室 主任研究員 
〇 

恩田 裕一 
筑波大学  

放射線・アイソトープ地球システム研究センター長 教授 
〇 

小松 雅史 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

企画部研究企画科 企画室長 

きのこ・森林微生物研究領域 きのこ研究室 主任研究員 併任 

〇 

篠宮 佳樹 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

震災復興・放射性物質研究拠点  拠点長 
〇 

橋本 昌司 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

立地環境研究領域 炭素循環担当チーム チーム長 
〇 

星  正治 広島大学名誉教授 Web 

三浦  覚 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 

震災復興・放射性物質研究拠点 非常勤研究助手 
〇 

オ
ブ
ザ
ー
バ 

丹治 俊宏 福島県森林組合連合会 代表理事専務 Web 

高原 尚人 福島県農林水産部森林保全課 課長 Web 
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写真 3 第 1 回検討会の状況 

 

（４）議事内容 

１）検討会の目的及び内容について 

２）現行実証事業等のこれまでの実施結果及び今年度の実施内容等について 

３）令和８（2026）年度以降の新実証事業に関する検討について 

４）その他 
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（５）委員会資料 

１）議事次第 
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２）参加者名簿・配席図 
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３）議事（１） 検討会の目的及び内容について 

資料１ 森林・林業の再生に向けた放射性物質関係実証等の進め方検討会（仮称）について 
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４）議事（２）現行実証事業等のこれまでの実施結果及び今年度の実施内容等について 

資料２－１ 森林内における放射性物質実態把握調査事業 
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資料２－２ 植栽木等調査 



 

22 

 



 

23 
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資料２－３ 土壌のカリウム緩衝保持特性の評価（Q/I 解析） 
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資料２－４ 土壌等調査 



 

37 
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５）議事（３）令和８（2026）年度以降の新実証事業に関する検討について 

資料３ 帰還困難区域等における森林施業による放射性セシウム濃度低減の効果検証事業(仮称)(案)  
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（６）第１回検討会議事録概要 

 

（1）検討会の目的及び内容について 

資料１ 森林・林業の再生に向けた放射性物質関係実証等の進め方検討会（仮称）について 

恩田委員 
本検討会では、これまでの調査成果の取りまとめと、その成果を踏まえた今後

の実証事業の目的や方向性を議論する理解でよいか。 

小松委員 
資料で示された「社会実装」という言葉の意味について質問。林野庁としてど

のような状態を実装と想定しているのか。 

林野庁 

帰還困難区域で森林整備や伐採・更新を進める際の根拠となる知見を示すこと

が実装のイメージ。これまでの調査成果を林業現場の作業に活かすことを想定

している。 

三浦委員 

社会実装とこれまでの研究・実証事業の間にはギャップがあり、地域の生活や

林業現場にどう役立つかという具体的な目標設定が必要。成果の総括だけでは

実装にはつながらない可能性がある。 

林野庁 
これまでの研究成果の中にも現場に活かせる知見がある可能性があり、研究者

からも実装につながる提案を期待している。 

三浦委員 
帰還困難区域政策の「区域から個人へ」という方針について、地域の受け止め

方なども含め今後議論する必要がある。 

篠宮委員 
検討会名称の「進め方検討会」は、従来の「あり方検討会」との対比で分かり

やすく適切である。 

 

（2）現行実証事業等のこれまでの実施結果及び今年度の実施内容等について 

資料２－１ 森林内における放射性物質実態把握調査事業 

資料２－２ 植栽木等調査 

資料２－３ 土壌のカリウム緩衝保持特性の評価（Q/I 解析） 

資料２－４ 土壌等調査 

恩田委員 
成木調査の成果は重要だが、福島の森林全体のセシウム動態を理解するには、

若齢林や中齢林など様々な林齢の林分を対象とした調査も必要ではないか。 

篠宮委員 
詳細調査Ⅱでは比較的若い林齢の試験地も含まれており、そのデータで一定程

度対応できる可能性がある。 

恩田委員 

土壌等調査では作業道による線量低減ではなく、間伐による空間線量率低減効

果を中心に解析・整理すべきと指摘。降雨量などの影響も考慮した解析が必

要。 

三浦委員 
作業道の影響を除いた解析を行うことで、間伐の効果をより客観的に評価でき

る可能性がある。 

橋本委員 
測定点が作業道上なのか森林内なのかなど、データ構造の確認を行い、詳細な

議論は別途行う必要がある。 

林野庁 
Q/I 解析による土壌類型化のイメージについて、既存の土壌分類データなどを

活用できるのか。 

事務局 
β値などの指標を用いて土壌を分類し、施肥効果が期待できる土壌の判断に活

用する想定。 
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三浦委員 
森林土壌でもカリウム施肥への応答が土壌特性により異なる可能性があり、

Q/I 解析により施肥効果の出やすい土壌を判定できる可能性。 

橋本委員 
農業分野では土壌特性に応じて施肥量を調整しているのか、実際の運用方法は

どのような感じなのか。 

三浦委員 
農地では一般的な施肥量が用いられることが多いが、効果が出ない土地もあ

り、その違いを把握するための研究が行われている。 

 

（3）令和 8（2026）年度以降の新実証事業に関する検討 

資料３ 帰還困難区域等における森林施業による放射性セシウム濃度低減の効果検証事業

(仮称)(案) 

恩田委員 

皆伐によるセシウム濃度低減の効果を検証するには、土壌の鉛直分布をスクレ

ーパープレート等で細かく調査する必要があり、20cm のバルク採取では効果の

原因を把握できない可能性。 

篠宮委員 
詳細な土壌調査の必要性は理解するが、事業の制約もあるため研究費等も含め

可能な範囲で対応したい。 

小松委員 
皆伐後の植栽タイミングと落葉層分解の関係について質問。分解が進む時期に

はセシウム吸収が増える可能性もあるのではないかと懸念。 

篠宮委員 
落葉層の分解は比較的早く進むため、一般的な施業と同様に伐採後 1 年程度で

植栽しても問題ない可能性。 

林野庁 
実証事業でも一般的な森林施業を前提とすべきであり、伐採後速やかな植栽を

基本とすべき。 

大橋委員 
帰還困難区域では高濃度の材が存在する可能性があり、用材利用かバイオマス

利用かなど利用方針を明確にしないと、濃度低減の目的が不明確になる。 

林野庁 
県の自主基準を満たす材のみ流通させる前提であり、高濃度材は燃料利用など

適切な用途に回すことを想定。 

恩田委員 
8,000Bq/kg は廃棄物基準であり材利用基準ではないため、高濃度材の流通は風

評ではなく実測値として問題になる可能性がある。 

篠宮委員 
更新施業によって将来の材濃度を低減させたり林分内の濃度ばらつきを減らす

効果が期待できる可能性。 

林野庁 
濃度の高い材を伐採してバイオマス利用することで森林の線量低減につながる

という考え方もある。 
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Ⅲ 第２回進め方検討会の概要及び検討内容 

１．検討会の開催概要 

（１）開催日時    

令和７（2025）年 12 月 10 日（水）9：30～12：00 

（２）開催場所    

（一社）日本森林技術協会 ３階会議室 

（３）委員の出席状況 

 

表 3  委員の出席状況 （五十音順、敬称略） 

氏  名 所  属 出欠 

検

討

委

員 

大橋 伸太 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

木材加工・特性研究領域  組織材質研究室 主任研究員 
〇 

恩田 裕一 
筑波大学 

放射線・アイソトープ地球システム研究センター長 教授 
〇 

小松 雅史 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

企画部研究企画科 企画室長 

きのこ・森林微生物研究領域 きのこ研究室 主任研究員 併任 

Web 

篠宮 佳樹 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

震災復興・放射性物質研究拠点  拠点長 
〇 

橋本 昌司 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

立地環境研究領域 炭素循環担当チーム チーム長 
〇 

星  正治 広島大学名誉教授 欠 

三浦  覚 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 

震災復興・放射性物質研究拠点 非常勤研究助手 
〇 

オ
ブ
ザ
ー
バ 

丹治 俊宏 福島県森林組合連合会 代表理事専務 Web 

高原 尚人 福島県農林水産部森林保全課 課長 Web 
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写真 2 第 4 回検討会の状況 

 

（４）議事内容 

１）現行実証事業等について 

２）令和８（2026）年度以降の新実証事業に関する検討について 

３）その他 
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（５）委員会資料 

１）議事次第 

 

 

  



 

57 

 

２）参加者名簿・配席図 
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59 

 

３）議事（１）現行実証事業等について 

資料１－１ 森林内における放射性物質実態把握調査事業 
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資料１－２(1) 植栽木等調査（令和 8（2026）年度以降の方針に関する検討状況） 
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資料１－２(2) 土壌のカリウム緩衝保持特性の評価（Q/I 解析） 



 

65 

 



 

66 
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資料１－３ 土壌等調査 



 

71 
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73 

 



 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 



 

77 

 



 

78 
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４）議事（２）令和８（2026）年度以降の新実証事業に関する検討について 

資料２ 帰還困難区域等における森林施業による放射性セシウム濃度低減の効果検証事業（仮称）  
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（６）第２回検討会議事録概要 

 

（1）現行実証事業等について 

資料１－１ 森林内における放射性物質実態把握調査事業 

恩田委員 

令和 8（2026）年度以降に部位別調査を縮小し内樹皮に限定する方針につ

いて、材濃度は行政上も重要な基礎データであり、内樹皮との相関のみを

根拠に材測定をやめることには慎重であるべき。時系列変化の可能性もあ

るため材データの継続取得が必要。 

篠宮委員 

内樹皮に特化する理由として、帰還困難区域内のデータが不足しているた

め、多地点で同一部位のデータを取得してばらつきを把握する必要があ

る。他事業で部位別データが取得される見込みもあり、本調査では多点デ

ータの取得を重視したい。 

橋本委員 

材を目的とする調査である以上、内樹皮を代理指標とする場合には高い確

実性が必要。相関があるというだけでなく、材濃度の推定に実用的に使え

るか慎重に検討すべき。 

大橋委員 

辺材と内樹皮の濃度比は平成 24（2012）年以降ほぼ一定であることを論文

で示している。ただし、材全体の濃度推定には心材割合の影響があるた

め、その点を考慮した解析が必要。 

三浦委員 

帰還困難区域内のデータが少ないため、まず区域内の濃度分布やばらつき

を把握することが重要であり、そのため多地点での内樹皮調査を優先する

方針。調査開始後のデータを見て必要に応じて方針修正も可能。 

 

（1）現行実証事業等について 

資料１－２(1) 植栽木等調査（令和 8（2026）年度以降の方針に関する検討状況） 

資料１－２(2) 土壌のカリウム緩衝保持特性の評価（Q/I 解析） 

恩田委員 

植栽木調査では若齢期の Cs 蓄積量の変化が重要な研究課題である。観測デ

ータが不足しているとするならば、それに対応した観測設計を明確にする

必要がある。 

事務局 
若齢期に濃度変化が大きい可能性があるため、既存の調査区で毎木調査を

含めた蓄積量データを経年的に取得することで変化を把握していく方針。 

三浦委員 

これまでの調査では調査設計の問題により蓄積量の推定精度に課題があっ

たため、令和 8（2026）年度以降は部位ごとの濃度や蓄積量をより適切に

評価できる調査方法に見直す必要がある。 

林野庁 

材濃度の簡易推定手法の検討について、令和 7（2025）年度までに手法と

して整理される見込みなのか。また Q/I 解析技術が原木しいたけ以外の樹

種にも適用可能か。 

事務局 

部位間の関係性データを統計的に整理し、材濃度推定の可能性を評価する

予定。Q/I 解析は主に原木しいたけ原木の濃度低減を想定した技術である

が、土壌特性によっては他樹種にも応用可能性がある。 
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（1）現行実証事業等について 

資料１－３ 土壌等調査 

恩田委員 
間伐による影響評価では、生データだけでなく間伐前後の差や降雨などの

影響を整理した解析が必要。より分かりやすい形で結果を整理すべき。 

小松委員 
浸透水や細根フラックスのデータを利用すれば樹木による Cs 吸収量の推定

が可能ではないか。複数年のデータを用いた解析が可能。 

 

（2）令和 8（2026）年度以降の新実証事業に関する検討について 

資料２ 帰還困難区域等における森林施業による放射性セシウム濃度低減の効果検証事業

（仮称） 

篠宮委員 

皆伐後に植栽した林分と伐採前の林分を比較し、放射性 Cs 動態の違いを初

期条件から把握する調査計画である。伐採更新による濃度低減効果の検証

を目的とする。 

三浦委員 

既往研究では伐採後 2～3 年で濃度が低下する傾向が観測されており、伐採

更新によって林分全体の Cs 濃度が早く低下する可能性がある。初期変化を

把握することが重要。 

橋本委員 
長期的な材濃度の評価には数十年単位の時間が必要になる可能性があり、

調査目的と得られる成果の時間スケールを整理する必要がある。 

恩田委員 
若齢林の既存データがどの程度あるのか確認し、解析に当たって既存デー

タとの比較も検討すべき。 

林野庁 
調査区 30 か所・3 樹種の設計は実施面で負担が大きい可能性があるため、

調査区数や樹種数を減らしても研究目的を維持できるか検討してほしい。 

篠宮委員 

調査区数を減らす可能性はあるが、統計的検証のためには繰り返し数（試

験地数）は確保する必要があり、減らす場合は樹種数を減らす方向が望ま

しい。 

 

（3）その他 

篠宮委員 

総合モニタリング計画の中で、将来的には更新林など新しい森林タイプの

モニタリングも検討する必要がある。事故後 20 年以降の森林の安全性評価

にもつながる。 

林野庁 

総合モニタリング計画では具体的な調査内容までは規定されていないため

現時点の内容でも問題はないと考えているが、必要であれば森林総研と相

談しながら位置付けを検討していく。 
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Ⅳ 第３回進め方検討会の概要及び検討内容 

１．検討会の開催概要 

（１）開催日時 

令和８（2026）年２月 19 日（木）13：00～15：30 

（２）開催場所  

（一社）日本森林技術協会 ３階会議室 

（３）委員の出席状況 

 

表 3  委員の出席状況 （五十音順、敬称略） 

氏  名 所  属 出欠 

検

討

委

員 

大橋 伸太 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

木材加工・特性研究領域  組織材質研究室 主任研究員 
〇 

恩田 裕一 
筑波大学 

放射線・アイソトープ地球システム研究センター長 教授 
〇 

小松 雅史 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

企画部研究企画科 企画室長 

きのこ・森林微生物研究領域 きのこ研究室 主任研究員 併任 

Web 

篠宮 佳樹 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

震災復興・放射性物質研究拠点  拠点長 
〇 

橋本 昌司 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

立地環境研究領域 炭素循環担当チーム チーム長 
〇 

星  正治 広島大学名誉教授 欠 

三浦  覚 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 

震災復興・放射性物質研究拠点 非常勤研究助手 
〇 

オ
ブ
ザ
ー
バ 

丹治 俊宏 福島県森林組合連合会 代表理事専務 欠 

高原 尚人 福島県農林水産部森林保全課 課長 Web 
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写真 1 第 3 回検討会の状況 

 

（４）議事内容 

１）現行実証事業等について 

２）令和８（2026）年度以降の新実証事業に関する検討について 

３）その他 
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（５）委員会資料 

１）議事次第 
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２）参加者名簿・配席図 
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３）議事（１）現行実証事業等について 

資料１－１ 森林内における放射性物質実態把握調査事業 
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資料１－２(1) 植栽木等調査 
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資料１－２(2) 土壌のカリウム緩衝保持特性の評価（Q/I 解析） 
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資料１－３ 土壌等調査 



 

109 

 



 

110 

 



 

111 

 



 

112 

 



 

113 

 



 

114 

 



 

115 

 

 

 

 

 



 

116 

 

 

  



 

117 

 

４）議事（２）令和８（2026）年度以降の新実証事業に関する検討について 

資料２ 帰還困難区域等における森林施業等実証事業（仮称）（案） 
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（６）第３回検討会議事録概要 

 

（1）現行実証事業等について 

資料１－１ 森林内における放射性物質実態把握調査事業 

恩田委員 

長期モニタリングデータの継続取得は重要。特に落葉層に残存する放射性

セシウム量は地点によって差があり、チェルノブイリの例も踏まえ長期的

把握が必要。準定常状態を踏まえ隔年調査とする考え方は妥当と考える。

また内樹皮調査の位置づけについても確認したい。 

篠宮委員 

内樹皮と材の相関については一定の関係はあると考えるが、内樹皮だけで

辺材・心材の濃度を完全に推定できるわけではない。内樹皮調査は材に比

べて採取作業が容易で試料量も少なく処理が簡便であるため、実務上の作

業効率の面で利点がある。詳細調査Ⅰ、Ⅱと比較することができるので、

内樹皮特化調査は実行したい。 

恩田委員 

材の測定の方が直接的な指標ではあるが、内樹皮を用いるのであれば検体

数を増やせるなどの利点を含め、その採用理由を整理することが重要。材

と内樹皮の測定コストの違いについても確認したい。 

林野庁 

林分ごとの差が出てきているという説明について、立地条件・立地環境と

は具体的にどの要素を指すのか確認したい。今後社会実装や林業現場で活

用するためには、斜面位置・地形・向きなど具体的な条件と結果の関係が

整理されていることが重要。 

篠宮委員 

立地条件の影響として、有機物分解速度の違いが大きく関係している可能

性がある。斜面上部では乾燥により分解が遅く落葉層が厚く残りやすく、

斜面下部では水分や栄養が集まり分解が進みやすいなど、地形と有機物分

解の関係が影響している可能性。 

小松委員 

樹皮を用いる場合の不確実性について、検体数を増やすことで平均値推定

の精度がどの程度向上するのか、統計的な説明があると説得力が高まる。

可能であれば検体数と不確実性の関係を示してはどうか。 

大橋委員 

材の濃度は心材割合の影響を強く受けるため、面移行係数（Tag）を比較す

る際には心材割合を考慮する必要があり解析が複雑になる。そのため立地

条件による移行の違いを比較する目的であれば、内樹皮や葉など心材形成

の影響を受けない部位を用いる方が適切。 

 

（1）現行実証事業等について 

資料１－２(1) 植栽木等調査（令和 8（2026）年度以降の方針に関する検討状況） 

資料１－２(2) 土壌のカリウム緩衝保持特性の評価（Q/I 解析） 

恩田委員 

Tag の補正について、交換性カリウムだけでなく有機物量も重回帰で有効

な説明変数になっているのであれば、そのモデル式で補正した方が良いの

ではないか。またグラフのスケールが異なり補正効果が見えにくいため統

一してほしい。 

恩田委員 
Q/I 解析で得られる土壌特性（β値など）が Tag の要因と関係するのであ

れば、それらの指標を補正モデルに組み込む可能性があるか。 
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三浦委員 

Q/I 解析は土壌のカリウム保持特性や粘土鉱物特性を把握できる有用な手

法だが、分析コストが高く全地点での適用は難しい。実際には代表地点を

選んで解析しており、今後社会実装を考える場合にはより簡便な指標で施

肥効果を判断する方法の検討が必要。 

大橋委員 

（事務局が提示した材 Tag について）カリウムのみで補正したのは暫定的

な対応であり、本来は重回帰で有効となった変数も含めた補正が望まし

い。今回は解析の時間的制約から簡便な方法を提案した。 

橋本委員 
スギのみ Tag が成木と大きく異なる傾向が見られるが、これはスギ特有の

生理的要因なのか。 

大橋委員 

スギは心材濃度が高く心材割合の増加により Tag が上昇する傾向がある

が、それだけでは今回の差を説明できない可能性があり、他要因の影響も

考えられる。 

林野庁 

令和 6（2024）年度までのデータで解析しているが、令和 7（2025）年度デ

ータへの言及がない。また今後の実装を考えると、単年度の視点も含めた

解析を進める必要がある。 

 

（1）現行実証事業等について 

資料１－３ 土壌等調査 

三浦委員 

施業による空間線量率低減効果の評価は重要だが、これまでのモニタリン

グだけでは解析が十分でない部分もある。今後は施業方法との関係を整理

しながらデータを厚くし社会実装につなげていく必要がある。 

橋本委員 

対照区を外すと施業の効果を科学的に評価することが難しくなるため慎重

に検討すべき。また本調査の目的が『線量低減のための施業実証』なのか

『施業の副次的効果の確認』なのかを明確にする必要がある。 

恩田委員 

従来の委員会の整理では空間線量率を下げるための施業実証と理解してい

る。対照区がないと評価が難しいため継続が望ましい。また施業年代の異

なる地点の長期変化を追うことも重要。 

 

（2）令和 8（2026）年度以降の新実証事業に関する検討 

資料２ 帰還困難区域等における森林施業等実証事業（仮称）（案） 

恩田委員 

皆伐後の更新過程の調査は重要だが、木だけでなく土壌調査の実施有無を

確認。また植栽苗のサイズ（通常苗か大苗か）についても検討余地があ

る。 

篠宮委員 

面移行係数算出を主目的としており空間線量率との関係式で対応する想

定。必要であれば土壌調査も検討。苗は通常施業条件に近い通常苗を基本

に考えている。 

三浦委員 
通常苗を用い通常の施業条件で調査することが、実際の森林施業の状況を

反映するため最も適切である。 

 

（3）その他 

大橋委員 
植栽木調査で得られた Tag データは樹種・部位ともに非常に充実してお

り、今後の研究や他事業の比較基準として重要なデータセットとなる。 
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恩田委員 

このような長期モニタリングデータは原子力災害対応の基礎資料として極

めて重要であり、将来予測の根拠として継続的に蓄積していくことが必

要。 

橋本委員 
森林で線量を下げる方法には限界がある可能性もあり、できないことを明

確にする視点も必要ではないか。 

小松委員 
データを社会に還元する観点から、ゾーニングや濃度推定など実務的に活

用できる分析への展開が必要。 

 

 


